
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　規

　則 

○
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る 

　手
数
料
等
の
免
除
、
納
入
期
限
の
延
長
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を 

　改
正
す
る
規
則                                                               

一 

○
福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                     

一 

○
福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                     

二 

○
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則               

二 

○
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る 

　規
則                                                                      

一
〇 

○
福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                

一
〇 

　福
島
県
議
会 

○
福
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                    

一
一 

○
福
島
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                    

一
二 

○
福
島
県
議
会
委
員
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                              

一
四 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

規

　
　則 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料
等
の
免
除
、

納
入
期
限
の
延
長
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
事
務
委
任
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
職
員
の
退
職
手

当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
及
び
福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

福
島
県
規
則
第
七
十
九
号 

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料 

等
の
免
除
、
納
入
期
限
の
延
長
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料
等
の
免
除
、

納
入
期
限
の
延
長
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
福
島
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

本
則
の
表
四
十
八
の
項
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
同
条
第

一
項
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
総

　務

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
八
十
号 

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
で
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 

改

　正

　後

改

　正

　前

　（
地
方
振
興
局
長
へ
の
委
任
）

　
　
　
　

 

　（
地
方
振
興
局
長
へ
の
委
任
）

　
　
　
　

 

第
三
条

　（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

第
三
条

　（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　一
～
四
十
九

　（
略
）

　
　
　
　
　
　
　

 

　一
～
四
十
九

　（
略
）

　
　
　
　
　
　
　

 

　五
十

　福
島
県
特
定
再
生
資
源
物
の
屋
外 

　（
新
設
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　保
管
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
（
令
和 

 

　
　六
年
福
島
県
条
例
第
七
十
六
号
）
の
施 

 

　
　行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
。

　
　

 
 

　
　⑴

　第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許 

 

　
　
　可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　⑵

　第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
条 

 

　
　
　件
の
付
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　⑶

　第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検 

 

　
　
　査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　⑷

　第
九
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
八 

 
　
　
　条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付 

 

　
　
　加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　⑸

　第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る 

 

　
　
　許
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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令和 6年12月24日　火曜日 福 島 県 報 号外第79号1



─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　
　⑹

　第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る 

 

　
　
　届
出
の
受
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　⑺

　第
十
一
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第 

 

　
　
　八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の 

 
　
　
　付
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　⑻

　第
十
一
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第 

 

　
　
　八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査

　

 
 

　
　⑼

　第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る 

 

　
　
　勧
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　⑽

　第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る 

 

　
　
　措
置
命
令
及
び
使
用
停
止
の
命
令

　

 
 

　
　⑾

　第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る 

 

　
　
　許
可
の
取
消
し

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　⑿

　第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る 

 

　
　
　許
可
等
の
取
消
し

　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　⒀

　第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る 

 

　
　
　許
可
の
取
消
し

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　⒁

　第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る 

 

　
　
　許
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　⒂

　第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る 

 

　
　
　認
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　⒃

　第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る 

 

　
　
　届
出
の
受
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　⒄

　第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る 

 

　
　
　意
見
の
聴
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　⒅

　第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る 

 

　
　
　意
見
の
聴
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　⒆

　第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の 

 

　
　
　徴
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　⒇

　第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ 

 

　
　
　る
立
入
検
査
及
び
質
問

　
　
　
　
　

 
 

　
　

　第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ 

 

(21)
　
　
　る
届
出
の
受
理

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　

　第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ 

 

(22)
　
　
　る
措
置
命
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　

　第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ 

 

(23)
　
　
　る
手
数
料
の
徴
収

　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　

　第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
公
表 

 

(24)
　
　

　第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
照
会
、 

 

(25)

　
　
　協
力
又
は
立
入
検
査
へ
の
同
行
要
請 

 

　
　
　（
地
方
振
興
局
長
へ
の
委
任
事
項
に 

 

　
　
　係
る
も
の
に
限
る
。
）

　
　
　
　
　

 
 

　
　

　附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出 

 

(26)
　
　
　の
受
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

２

　（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２

　（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
行
政
経
営
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
八
十
一
号 

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
行
政
組
織
規
則
（
平
成
十
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

十
二
条
の
表
環
境
保
全
総
室
の
項
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
十
二

　福
島
県 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
（
中
間
貯
蔵
・
除
染
対
策
課
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　第
七
十
六
号 

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　を 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　十
二

　中
間
貯
蔵
施
設
事
業
に
関
す
る
こ
と
。
」

　
　（
中
間
貯
蔵
・ 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　十
三

　中
間
貯 

 

特
定
再
生
資
源
物
の
屋
外
保
管
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
（
令
和
六
年
福
島
県
条
例 

 

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　に
改
め
る
。 

除
染
対
策
課
） 

 

蔵
施
設
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　」 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
行
政
経
営
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
八
十
二
号 

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
福
島
県
規
則
第
八
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
第
五
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第

五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
中
第
三
号
を
第
二
号
と

し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
前
項
第
一
号
」
に
、
「
同
項
第

四
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
、
「
同
項
第
三
号
」
を
「
同
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
前

項
第
二
号
」
を
「
前
項
第
一
号
」
に
、
「
同
項
第
四
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

第
十
五
条
第
六
項
第
一
号
中
「
受
給
期
間
延
長
申
請
書
」
を
「
受
給
期
間
延
長
等
申
請
書
」
に
改
め

る
。 

令和 6年12月24日　火曜日 福 島 県 報 号外第79号 2
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第
十
七
条
第
九
項
中
「
附
則
別
表
第
一
」
を
「
附
則
別
表
」
に
改
め
る
。 

第
十
号
様
式
の
三
、
第
十
号
様
式
の
四
及
び
第
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                     

                                       

令和 6年12月24日　火曜日 福 島 県 報 号外第79号3
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第10号様式の3(第8条関係) 
再就職手当に相当する退職手当支給申請書 

（必ず裏面の注意書きをよく読んでから記載してください。） 

(ア) 受 給 資 格 者 
氏 名   

住所又は居所 電話番号(       ) 

(イ) 就職先の事業所 
   (開始した事業) 

名 称   事業所番号   

所 在 地 電話番号(       ) 

事 業 の 種 類   

(ウ) 雇 入 年 月 日 
   (事業開始年月日) 年  月  日  (エ) 採用内定年月日 年  月  日  

(オ) 職 種   (カ) 一 週 間 の 所 定 労 働 時 間 時間   分  

(キ) 賃 金 月 額 万  千円 (ク) 雇用期間 

a定めなし 
b定めあり  

年 月 日まで   
( 年 か月)    

       契約更新条項(ア 有 イ 無) 
1年を超えて雇用する見込み(ア 有 イ 無) 

(ケ) 上記の記載事実に誤りのないことを証明します。 
      年   月   日 
 

事業主氏名             
(法人にあつては、名称及び代表者名) 

(コ) (ウ)の雇入年月日
又は事業開始年月日
前3年間における就
業についての再就職
手当に相当する退職
手当又は常用就職支
度手当に相当する退
職手当の受給の有無 

a 再就職手当に相当する退職手当又は常用就職支度手当に相当する退職手当を
受給したことがある。 

b 再就職手当に相当する退職手当又は常用就職支度手当に相当する退職手当の
いずれも受給したことがない。 

 上記のとおり再就職手当に相当する退職手当の支給を申請します。 
      年  月  日 

福島県知事  福島県教育委員会又は
福 島 県 警 察 本 部 長 

  

受給資格者氏名             

※ 所 定 給 付 日 数 ※ 支 給 残 日 数 ※ 支 給 金 額 ※支 給 決 定 年 月 日 

日  日  円  年  月  日  

（注）記載内容について、記載した方に直接確認する場合があります。 
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注意事項 
 1 この申請書は、(ウ)の欄に記載した雇入年月日又は事業開始年月日の翌月から起算して1月以内に、支

給義務者に提出すること。 
 2 この申請書は、受給資格証を添えて提出すること。 
 3 申請は正しくすること。偽りの記入をして提出した場合には、以後、失業者の退職手当を受けること

ができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜ
られ、また詐欺罪として処罰されることがある。 

 4 雇用された受給資格者にあつては(ア)から(コ)までの欄に記入し、事業を開始した受給資格者にあつ
ては(ア)から(ウ)及び(コ)の欄に記入すること。 

 5 (ク)の欄は、該当する記号を○で囲むこと。また、「b 定めあり」を○で囲んだ場合には、その雇用
期間を具体的に記載するとともに、契約更新条項の有無及び1年を超えて雇用する見込みの有無につい
て該当するものの記号をそれぞれ○で囲むこと。 

 6 (コ)の欄は、該当する記号を○で囲むこと。 
 7 事業主は、(ケ)の欄の証明を行うこと。 
 8 事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額の返還と更

にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また詐欺罪として処罰されることがある。 
 9 ※印欄には、記入しないこと。 
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第10号様式の4(第8条関係) 
就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書 

（必ず裏面の注意書きをよく読んでから記載してください。） 

(ア) 受給資格者 
氏 名   受給資格

証 番 号 
  

住所又は
居 所 電話番号(     ) 

(イ) 就 職 先 の
事 業 所 

名 称   

所 在 地 電話番号(     ) 

(ウ) 1週間の所定労働時間 時間 分 
(エ) 求職申込み時

等に明示した
賃金月額 

万 千円 

(オ) 雇用期間中の賃金支払状況   

A 賃 金 支 払 対 象 期 間 B Aの基
礎日数 

C 賃 金 額 
D 備 考 

a b 計 
月 日～    月 日           

月 日～    月 日         

月 日～    月 日         

月 日～    月 日         

月 日～    月 日         

月 日～    月 日         

月 日～    月 日         

就職年月日～    月 日         

(カ) 上記の記載事実に誤りのないことを証明します。 
     年  月  日 

事業主氏名            
(法人にあつては、名称及び代表者名) 

  上記のとおり就業促進定着手当に相当する退職手当の支給を申請します。 
     年  月  日 
 福島県知事 福島県教育委員会又は

福 島 県 警 察 本 部 長 
  

受給資格者氏名             

備 考   

（注）記載内容について、記載した方に直接確認する場合があります。 

令和 6年12月24日　火曜日 福 島 県 報 号外第79号 6



─────────────────────────────────────────────────────────── 
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注意事項 
 1 この申請書は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から起算して6月

に至つた日の翌日から起算して2月以内に、支給義務者に提出すること。 
 2 この申請書には、受給資格証を添付すること。 
 3 申請は正しくすること。偽りの記入をして提出した場合には、以後、失業者の退職

手当を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそ
れに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また詐欺罪として処罰されることがある。 

 4 申請書の記載について 
 (1) 受給資格者は、(ア)の欄及び申請の欄を記入すること。 
 (2) 受給資格者を雇用した事業主は、(イ)から(カ)までの欄をそれぞれ記入するこ

と。 
 (3) (ウ)の欄は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から起算して6

月に至つた時点における1週間の所定労働時間を記入すること。 
 (4) (エ)の欄は、事業主が求人の申込み、募集等を行う際、受給資格者に対して明示

した賃金月額を記入すること。 
 (5) (オ)の欄は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から最初に到達

する賃金締切日(賃金締切日が1月中に2回以上ある者については月の末日に最も近
い賃金締切日を、日々賃金が支払われる者等定められた賃金締切日のない者につい
ては月の末日をいう。以下同じ。)まで、及び各賃金締切日の翌日から次の賃金締
切日までの期間ごとにそれぞれ記入すること。 

 (6) 事業主は、(カ)の欄の証明を行うこと。 
 5 事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給し

た金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また詐欺罪として処
罰されることがある。 
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第11号様式(第8条関係) 
常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書 

（必ず裏面の注意書きをよく読んでから記載してください。） 
 

(ア) 受 給 資 格 者 
氏 名   

住所又は居所 電話番号(       ) 

(イ) 就職先の事業所 
    (開始した事業) 

名 称   事業所番号   

所 在 地 電話番号(       ) 

事 業 の 種 類   

(ウ) 雇 入 年 月 日 
   (事業開始年月日) 年  月  日  (エ) 採用内定年月日 年  月  日  

(オ) 職 種   (カ) 一 週 間 の 所 定 労 働 時 間 時間   分  

(キ) 賃 金 月 額 万  千円 (ク) 雇用期間 

a定めなし 
b定めあり  

年 月 日まで   
( 年 か月)    

       契約更新条項(ア 有 イ 無) 
1年以上雇用する見込み(ア 有 イ 無) 

(ケ) 上記の記載事実に誤りのないことを証明します。 
      年   月   日 
 
 

事業主氏名             
(法人にあつては、名称及び代表者名) 

(コ) (ウ)の雇入年月日
又は事業開始年月日
前3年間における就
業についての再就職
手当に相当する退職
手当又は常用就職支
度手当に相当する退
職手当の受給の有無 

a 再就職手当に相当する退職手当又は常用就職支度手当に相当する退職手当を
受給したことがある。 

b 再就職手当に相当する退職手当又は常用就職支度手当に相当する退職手当の
いずれも受給したことがない。 

 上記のとおり常用就職支度手当に相当する退職手当の支給を申請します。 
      年  月  日 

福島県知事  福島県教育委員会又は
福 島 県 警 察 本 部 長 

  

受給資格者氏名             

※ 支 給 金 額 円  ※支 給 決 定 年 月 日 年  月  日  

（注）記載内容について、記載した方に直接確認する場合があります。 
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注意事項 
 1 この申請書は、(ウ)の欄に記載した雇入年月日又は事業開始年月日の翌月から起算して1月以内に、支

給義務者に提出すること。 
 2 この申請書は、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて提出すること。 
 3 申請は正しくすること。偽りの記入をして提出した場合には、以後、失業者の退職手当を受けること

ができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜ
られ、また詐欺罪として処罰されることがある。 

 4 雇用された受給資格者にあつては(ア)から(コ)までの欄に記入すること。 
 5 (ク)の欄は、該当する記号を○で囲むこと。また、「b 定めあり」を○で囲んだ場合には、その雇用

期間を具体的に記載するとともに、契約更新条項の有無及び1年以上雇用する見込みの有無について該
当するものの記号をそれぞれ○で囲むこと。 

 6 (コ)の欄は、該当する記号を○で囲むこと。 
 7 事業主は、(ケ)の欄の証明を行うこと。 
 8 事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額の返還と更

にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また詐欺罪として処罰されることがある。 
 9 ※印欄には、記入しないこと。 
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第
十
九
号
様
式
中
「事

実

」
を
「事

業

」
に
改
め
る
。 

附

　則 
（
施
行
期
日
） 

１

　こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
職
員
の
退
職

手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
号
様
式
の
三
、
第
十

号
様
式
の
四
又
は
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
は
、
改
正
後
の
第
十
号
様
式
の
三
、
第
十
号
様
式

の
四
又
は
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
と
み
な
す
。 

３

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
第
十
九
号
様
式
に
よ
る
通
知
書
は
、

改
正
後
の
第
十
九
号
様
式
に
よ
る
通
知
書
と
み
な
す
。 

４

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
八
十
三
号 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則 

（
福
島
県
職
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条

　福
島
県
職
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
島
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
号
様
式
の
二
及
び
第
十
九
号
様
式
の
四
中
「懲
役
若
し
く
は
禁
こ
の
刑

」
を
「拘

禁
刑

」
に
、

「禁
こ
以
上

」
を
「拘

禁
刑
以
上

」
に
改
め
る
。 

第
十
九
号
様
式
の
五
中
「懲

役
又
は
禁
こ
の
刑

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。 

（
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

改
正
） 

第
二
条

　県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭 

和
四
十
三
年
福
島
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
の
二
第
一
号
中
「
懲
役
、
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

こ

（
福
島
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条

　福
島
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
福
島
県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
号
様
式

中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

(裏)

（
福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条

　福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
福
島
県
規
則
第
六
十 

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
五
号
様
式
中
「懲

役
又
は
禁
錮
の
刑

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。 

第
二
十
六
号
様
式
中
「懲

役
・
禁
錮
の
刑

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。 

附

　則 

ここ

（
施
行
期
日
） 

１

　こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
人
の
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２

　刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
刑

法
等
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
並
び
に
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
犯
し
た

罪
に
つ
き
懲
役
（
刑
法
等
一
部
改
正
法
第
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十

五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
を
い
う
。
）
、

禁
錮
（
旧
刑
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
旧
拘
留
（
旧

刑
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施

設
（
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院

に
お
い
て
刑
を
執
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
少
年
院
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
拘
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤

の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
七
条
の
二
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
又
は
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
に
拘
置
さ

れ
て
い
る
場
合
と
み
な
す
。 

３

　拘
禁
刑
又
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
他
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
又
は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
規
則
の
規
定
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
人
の
資
格
に
関
す
る
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
無
期
拘
禁
刑
に
処

せ
ら
れ
た
者
は
無
期
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
有
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
刑
期
を
同
じ
く

す
る
有
期
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
刑
期
を
同
じ
く
す
る
旧
拘
留
に
処

せ
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。 

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

４

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る

申
立
書
、
身
分
証
明
書
、
証
書
又
は
届
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た

申
立
書
、
身
分
証
明
書
、
証
書
又
は
届
と
み
な
す
。 

５

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
書
法
務
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
八
十
四
号 

福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
福
島
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
十
五
条
中
「
第
二
十
一
条
の
十
三
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十
二
」
に
改
め
る
。 

第
二
百
五
条
及
び
第
二
百
六
条
中
「
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十

三
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

第
二
百
七
条
中
「
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
」

に
改
め
る
。 
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附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
下
水
道
課
） 

 
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　福
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
議
会
議
長

　西

　山

　尚

　利 

福
島
県
議
会
規
則
第
四
号 

福
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　福
島
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
島
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

　目
次
中
「
第
百
七
条
」
を
「
第
百
七
条
の
二
」
に
、
「
第
百
二
十
九
条
」
を
「
第
百
二
十
八
条
の
二
︱

第
百
二
十
九
条
」
に
改
め
る
。 

　第
二
条
中
「
出
産
」
の
下
に
「
（
配
偶
者
の
出
産
を
含
む
。
）
」
を
、
「
介
護
」
の
下
に
「
、
看
護
」

を
加
え
る
。 

　第
三
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４

　投
票
の
効
力
に
係
る
法
第
百
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長

が
定
め
る
。 

　第
百
二
条
中
「
議
場
」
の
下
に
「
及
び
傍
聴
席
」
を
加
え
る
。 

　第
十
二
章
中
第
百
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
資
格
決
定
の
通
知
） 

第
百
七
条
の
二

　法
第
百
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第
百
十
八
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
る
通
知
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
定
め
る
。 

　第
十
八
章
中
第
百
二
十
九
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
通
知
等
） 

第
百
二
十
八
条
の
二

　議
会
又
は
議
長
若
し
く
は
委
員
長
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て

「
議
会
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
わ
れ
る
通
知
の
う
ち
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
文
書
そ
の

他
文
字
、
図
形
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ

の
他
の
有
体
物
（
次
項
及
び
第
六
項
並
び
に
次
条
に
お
い
て
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
う

こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
議
会
等
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
そ
の
通

知
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２

　議
会
等
が
行
う
通
知
の
う
ち
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
文
書
等
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
が
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
当
該
通
知
を
受
け
る
者
が
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
受

け
る
旨
の
議
長
が
定
め
る
方
式
に
よ
る
表
示
を
す
る
場
合
に
限
る
。 

３

　前
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
通
知
に
つ
い
て
は
、
当
該
通

知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
通
知

に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

４

　第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
通
知
は
、
当
該

通
知
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
と
き

（
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
八
十
九
条
第
一
項
、
第
九
十
条
第
一
項
及
び
第
百
二
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
議
員
に
対
す
る
通
知
に
あ
つ
て
は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
と
き
又
は
議
会
等
が
、

当
該
通
知
を
受
け
る
者
が
当
該
通
知
を
す
べ
き
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他

人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算

機
（
入
出
力
装
置
を
除
く
。
）
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
議
長
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
を
し
た
も
の
の
閲
覧
若
し

く
は
当
該
事
項
に
つ
い
て
当
該
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
当
該
者
に
対
し
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
し
て
当
該
措
置
が
と
ら
れ
た
旨
の
通
知
を
発
し
た
と
き
の
い
ず
れ
か
早
い
と
き
）
に
当

該
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

５

　議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
、
又
は
議
会
等
が
行
う
通
知
の
う
ち
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の

規
定
に
お
い
て
署
名
し
、
若
し
く
は
連
署
し
、
又
は
記
名
押
印
す
る
こ
と
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
署
名
等
」
と
い
う
。
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
署
名
等
に
関
す
る
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
つ
て
議
長
が
定
め
る
も
の
を
も
つ

て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６

　議
会
等
に
対
し
て
通
知
を
行
い
、
又
は
議
会
等
か
ら
通
知
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本

人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
場
合
、
議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
、
又
は
議
会
等
が
行
う
通
知
に

係
る
文
書
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
し
、
又
は
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
場
合
そ
の

他
の
当
該
通
知
の
う
ち
に
第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行

う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
と
し
て
議
長
が
定
め
る
場
合

に
は
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
う
ち
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
き
、
前
各

項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
行
わ
れ
た
通
知
」
と
あ
る
の
は
、
「
行

わ
れ
た
通
知
（
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
か

ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
） 

第
百
二
十
八
条
の
三

　こ
の
規
則
の
規
定
（
第
二
十
八
条
第
一
項
（
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
に
お
い
て
議
会
等
が
文
書
等
を
作
成
し
、
又
は
保
存
す
る
こ
と
（
次

項
に
お
い
て
「
作
成
等
」
と
い
う
。
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
文
書
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が

で
き
る
。 
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２

　前
項
の
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
わ
れ
た
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
成
等
に
関
す
る
こ
の
規
則

の
規
定
に
よ
り
文
書
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
作
成
等
に
関
す
る
こ
の
規
則
の

規
定
を
適
用
す
る
。 

附

　則 
　こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
議

　事

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　福
島
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
議
会
議
長

　西

　山

　尚

　利 

福
島
県
議
会
規
則
第
五
号 

福
島
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
議
会
傍
聴
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
加
え
、
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
」
を
「
加
え
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

中
「
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
」
を
「
の
議
場
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
す
た
め
に
使
用
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
」
に
改
め
、
「
携
帯
し
」
の
下
に
「
、
又
は
着
用
し
」
を
加
え
、
同

項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

三

　前
二
号
に
規
定
す
る
物
の
ほ
か
、
会
議
を
妨
害
し
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者 

第
九
条
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
削
り
、
同
項
第
七
号
中
「
議

事
」
を
「
会
議
」
に
、
「
を
疑
う
に
足
り
る
顕
著
な
事
情
が
」
を
「
が
明
ら
か
で
あ
る
と
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
、
「
物
品
」
を
「
物
」

に
改
め
る
。 

第
十
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
傍
聴
に
当
た
つ
て
は
、
静
粛
を
旨
と
し
」
を
「
傍
聴
席
に
あ
る

と
き
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
、
公
然
と
可
否
を
表
明
し
」
を
「
公
然

と
可
否
を
表
明
し
、
又
は
議
場
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
さ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

一

　静
粛
に
す
る
こ
と
。 

第
十
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

三

　飲
食
を
し
な
い
こ
と
。 

四

　携
帯
電
話
そ
の
他
音
を
発
す
る
機
器
又
は
物
品
は
、
音
を
発
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

五

　そ
の
他
会
議
を
妨
害
し
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
な
い
こ
と
。 

第
十
条
第
六
号
を
削
る
。 

第
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
映
画
」
を
「
動
画
」
に
改
め
る
。 

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様

式

第

一

号

（

第

四

条

関

係

）

�

�

発

行

年

月

日

（

当

日

限

り

有

効

）

ルト

ー

一

般

傍

聴

券

メチ

福

島

県

議

会

印

ンセ８

�

�

�

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

�

12

「

県

議

会

（

本

会

議

）

を

傍

聴

さ

れ

る

皆

様

へ

」

１

傍

聴

席

で

は

、

次

の

事

項

を

守

る

と

と

も

に

、

係

員

の

指

示

に

従

っ

て

く

だ

さ

い

。

静

粛

に

し

、

拍

手

等

に

よ

る

可

否

の

表

明

、

は

ち

巻

着

用

等

に

よ

る

示

威

的

(1)

行

為

を

し

な

い

で

く

だ

さ

い

。

携

帯

電

話

そ

の

他

音

を

発

す

る

機

器

又

は

物

品

は

、

音

を

発

し

な

い

よ

う

に

(2)

し

て

く

だ

さ

い

。

会

議

や

他

の

傍

聴

人

の

傍

聴

を

妨

害

す

る

よ

う

な

行

為

を

し

な

い

で

く

だ

さ

い

。

(3)

２

傍

聴

規

則

に

違

反

し

た

場

合

に

は

、

退

場

を

命

ぜ

ら

れ

る

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

な

お

、

そ

の

場

合

、

当

日

の

再

入

場

が

認

め

ら

れ

な

い

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

３

写

真

・

動

画

の

撮

影

や

録

音

等

は

、

傍

聴

規

則

に

よ

り

禁

止

さ

れ

て

い

ま

す

。

様

式

第

二

号

（

第

四

条

関

係

）

�

�

発

行

年

月

日

（

当

日

限

り

有

効

）

ルト

ー

議

員

紹

介

傍

聴

券

メチ

福

島

県

議

会

印

ンセ８

�

�

�

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

�

12

「

県

議

会

（

本

会

議

）

を

傍

聴

さ

れ

る

皆

様

へ

」

１

傍

聴

席

で

は

、

次

の

事

項

を

守

る

と

と

も

に

、

係

員

の

指

示

に

従

っ

て

く

だ

さ

い

。

静

粛

に

し

、

拍

手

等

に

よ

る

可

否

の

表

明

、

は

ち

巻

着

用

等

に

よ

る

示

威

的

(1)

行

為

を

し

な

い

で

く

だ

さ

い

。

携

帯

電

話

そ

の

他

音

を

発

す

る

機

器

又

は

物

品

は

、

音

を

発

し

な

い

よ

う

に

(2)

し

て

く

だ

さ

い

。

会

議

や

他

の

傍

聴

人

の

傍

聴

を

妨

害

す

る

よ

う

な

行

為

を

し

な

い

で

く

だ

さ

い

。

(3)

２

傍

聴

規

則

に

違

反

し

た

場

合

に

は

、

退

場

を

命

ぜ

ら

れ

る

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

な

お

、

そ

の

場

合

、

当

日

の

再

入

場

が

認

め

ら

れ

な

い

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

３

写

真

・

動

画

の

撮

影

や

録

音

等

は

、

傍

聴

規

則

に

よ

り

禁

止

さ

れ

て

い

ま

す

。
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附

　則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
議

　事

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　福
島
県
議
会
委
員
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
議
会
議
長

　西

　山

　尚

　利 

福
島
県
議
会
規
則
第
六
号 

福
島
県
議
会
委
員
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
議
会
委
員
会
傍
聴
規
則
（
平
成
十
六
年
福
島
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
五
条
第
二
項
中
「
所
定
の
場
所
」
を
「
議
会
事
務
局
議
事
課
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
加
え
、
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
」
を
「
加
え
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

中
「
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
を
携
帯
」
を
「
の
委
員
会
室
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
す
た
め
に

使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
、
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。 

三

　前
二
号
に
規
定
す
る
物
の
ほ
か
、
委
員
会
を
妨
害
し
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者 

第
八
条
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
削
り
、
同
項
第
七
号
中
「
議

事
」
を
「
委
員
会
」
に
、
「
を
疑
う
に
足
り
る
顕
著
な
事
情
が
」
を
「
が
明
ら
か
で
あ
る
と
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
係
員
に
」
を
削
り
、
「
第
四
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改

め
、
「
物
品
を
携
帯
し
て
い
る
か
否
か
を
」
を
「
物
の
携
帯
の
有
無
を
係
員
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
す
る
」
を
「
し
、
又
は
退
室
さ
せ
る
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
静
粛
を
旨
と
し
、
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第

一
号
中
「
、
公
然
と
可
否
を
表
明
し
」
を
「
公
然
と
可
否
を
表
明
し
、
又
は
委
員
会
室
に
現
在
す
る
者

に
対
し
て
威
勢
を
示
さ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

一

　静
粛
に
す
る
こ
と
。 

第
九
条
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
又
は
喫
煙
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
三

号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
音
声
等
を
発
す
る
機
器
を
携
帯
す
る
場
合
に
」
を
「
音
を
発
す
る
機
器
又

は
物
品
」
に
、
「
あ
ら
か
じ
め
電
源
を
切
る
」
を
「
音
を
発
し
な
い
よ
う
に
す
る
」
に
改
め
、
同
号
を

同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
委
員
会
室
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
議
事
の
」
を
「
委
員
会
を
」

に
、
「
若
し
く
は
他
人
の
迷
惑
と
な
る
」
を
「
し
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る
よ
う
な
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
す
る
。 

第
十
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
映
画
」
を
「
動
画
」
に
改
め
る
。 

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
傍
聴
人
の
退
室
） 

第
十
二
条

　傍
聴
人
が
こ
の
規
則
に
違
反
す
る
と
き
は
、
委
員
長
は
こ
れ
を
制
止
し
、
そ
の
命
令
に
従

わ
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
退
室
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２

　委
員
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
退
場
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
日
の
入
室
を
禁
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

３

　委
員
長
が
秘
密
会
で
あ
る
こ
と
を
宣
告
し
た
と
き
は
、
委
員
長
は
傍
聴
人
を
退
室
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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第第１１号号様様式式（第４条関係）
（表）

↑
№ ﾙ

ﾄ
ｰ

委 員 会 傍 聴 章 ﾒ
ﾁ

ﾝ

委員長 印 ｾ
0

福 島 県 議 会 .
6

↓
←・・・・・・・・・・・9.5センチメートル・・・・・・・・→

（裏）
「傍聴される方へ」

１ この傍聴章は、常に見えるように着用してください。
２ この傍聴章は、傍聴を終えた際、議会事務局に返還してください。
３ 傍聴席では、次の事項を守るとともに、係員の指示に従ってください。

(1) 静粛にし、拍手等による可否の表明、はち巻着用等による示威的行
為をしないでください。

(2) 携帯電話その他音を発する機器又は物品は、音を発しないようにし
てください。

(3) 委員会や他の傍聴人の傍聴を妨害するような行為をしないでください。
４ 委員会傍聴規則に違反した場合には、退室を命ぜられることがありま

す。なお、その場合、当日の再入室が認められないことがあります。
５ 写真・動画の撮影や録音等は、委員会傍聴規則により禁止されています。
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附

　則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
議

　事

　課
） 
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